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会議・打合せ・視察顛末書 

 記 録 者 吉永 健男 

決裁 

市 長 副 市 長 教 育 長 部 長 課 長 課長補佐 
主 査 

係 長 
グループ員 

        

件 名 令和２年第８回龍ケ崎市教育委員会定例会会議録 

年 月 日 令和２年８月１９日（水）午後２時００分～午後３時２４分 

場 所 龍ケ崎市役所５階全員協議会室 

出 席 委 員 
平塚和宏教育長，斎藤勝教育委員会教育長職務代理者，髙橋伸子教育委員会委員，岡

澤明子教育委員会委員，野中浩教育委員会委員 

欠 席 委 員 なし 

傍 聴 者 なし 

出 席 者 

 教育部長             松尾 健治 
 教育総務課長           中村 兼次 
 教育副部長兼文化・生涯学習課長  松本 大 
 指導課長             本橋 聡 
 学校給食センター所長       神永 健 
 教育センター所長         松谷 真一 
 教育総務課長補佐         岩井 務 
 教育総務課長補佐         関ケ原 功 
 教育総務課総務グループ主幹    吉永 健男 

議 事 日 程 

１ 開 会 
２ 前回会議録の承認 
３ 教育長報告 
４ 議 事 
  議案第１号 龍ケ崎市立学校管理規則の一部を改正する規則について 
  議案第２号 令和元年度教育委員会の事務に関する点検評価報告書の提出につ 

いて 
  議案第３号 龍ケ崎市立小中学校施設長寿命化計画について 
  議案第４号 龍ケ崎市立小中学校施設における施設一体型小中一貫校・学校統 

合に関する調査報告書について 
  議案第５号 龍ケ崎市社会教育施設長寿命化計画について 
  議案第６号 龍ケ崎市教育支援委員会委員の任用について 
  議案第７号 龍ケ崎市教育支援委員会委員の任用について 
  報告第１号 専決処分の承認を求めることについて（市有財産の取得につい 

て） 
  報告第２号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度龍ケ崎市一般 

会計補正予算について） 
５ 報告事項 
  （１）愛宕中学校・城南中学校統合準備会の経過報告について 
６ その他  
７ 閉 会 
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教 育 長 
 
 
 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 
 

教 育 長 
 
 
 
 

教 育 長 

（１）開会 
皆様こんにちは。委員の皆様方には，お忙しいところ，お集まりをいただきまし

て，ありがとうございます。 
本日，全委員が出席されており，定足数に達しておりますので，令和２年第８回龍

ケ崎市教育委員会定例会を開会いたします。 
 
(２)前回会議録の承認 
はじめに，７月定例会の会議録の承認を行います。会議録につきましては，原案の

とおりでよろしいでしょうか。 
 
 異議なし。 
 
それでは，７月定例会の会議録につきまして，このとおり承認いたします。 

 
(３)教育長報告 
続きまして，教育長報告をさせていただきます。 

（龍ケ崎市管理運営研修会，学校長会からの令和３年度予算要望書の提出，愛宕中
学校・城南中学校統合準備会，小中学校夏季休業，令和元年度教育委員会の事務に関
する点検評価における学識経験者からの意見聴取，青少年相談員巡回パトロール，
埋蔵文化財所在の有無照会（７月２３日～８月５日現在），非核平和推進事業「次世
代と描く「原爆の絵」展」，2020まいりゅう中学３年生大会，臨時学校長会，新規採
用教職員研修会，特別支援教育調査員会，幼児教育施設長との懇談会，夏休み期間の
学校給食提供，学校給食センター整備事業） 
 
 委員の皆様方から何かございましたら，お願いいたします。 
 
特になし。  

 
（４）議案第１号 龍ケ崎市立学校管理規則の一部を改正する規則について 
それでは議事に入ります。議案第１号「龍ケ崎市立学校管理規則の一部を改正す

る規則について」事務局から説明いたします。 
 
 （教育総務課長 議案第１号について説明） 
 
ただいま，議案第１号について，説明がありましたが，これらについてご質問等ご

ざいましたらお願いいたします。 
 
 特になし。 
 
それでは，議案第１号について，原案のとおり決することに，ご異議ありません

か。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め，議案第１号については，原案のとおり可決されました。 
  
（５）議案第２号 令和元年度教育委員会の事務に関する点検評価報告書の提出に
ついて 
続きまして，議案第２号「令和元年度教育委員会の事務に関する点検評価報告書

の提出について」事務局から説明いたします。 
 
 （教育総務課長 議案第２号について説明） 
 
ただいま，議案第２号について，説明がありましたが，これらについてご質問等ご
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全 委 員 
 

教 育 長 
 
 

教 育 長 
 
 
 
 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

ざいましたらお願いいたします。 
 
全体的に，有識者からの意見にもあるように，良くやられていると思います。先ほ

どもありましたが，自殺の問題，インターネットもそうですが，普段の学校にいる時
の姿を良く見ていただいて，早目の対応をしていただくことが一番だと思いますの
で，引き続きお願いします。あとは，毎回お願いしていますが，子ども達の朝食の問
題です。小中の違いはありますが，朝食を食べてくる児童生徒の割合が９０％代と
いうことですが，実数にすると各学校で１０人前後の子ども達が朝食を食べていな
いことになります。それは毎日かどうかわかりませんが，毎日，しっかりと朝食を取
ってもらうこと，そして，その背後にある就寝時間，睡眠時間との関係を見ていただ
いて，健全な育成を家庭とともにやっていただくよう引き続き努力をお願いします。
極端な話ですが，朝食を取らないと脳の活動が始まらない，午前中の活動は休みに
なります。昼食を食べて，初めて動き出します。午前中は，学校の一番大事な時間
で，主要教科の授業があります。朝食を取ることの意義は大いにありますので，家庭
に呼び掛けて，しっかりやっていただくように，今後とも努力していただければと
思います。 
 
それでは，議案第２号について，原案のとおり決することに，ご異議ありません

か。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め，議案第２号については，原案のとおり可決されました。 
 
（６）議案第３号 龍ケ崎市立小中学校施設長寿命化計画について 
続きまして，議案第３号「龍ケ崎市立小中学校施設長寿命化計画について」事務

局から説明いたします。 
 
 （教育総務課長 議案第３号について説明） 
 
ただいま，議案第３号について，説明がありましたが，これらについてご質問等ご

ざいましたらお願いいたします。 
 

特になし。 
 
それでは，議案第３号について，原案のとおり決することに，ご異議ありません

か。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め，議案第３号については，原案のとおり可決されました。 
 
（７）議案第４号 龍ケ崎市立小中学校施設における施設一体型小中一貫校・学校
統合に関する調査報告書について 
続きまして，議案第４号「龍ケ崎市立小中学校施設における施設一体型小中一貫

校・学校統合に関する調査報告書について」事務局から説明いたします。 
 
 （教育総務課長 議案第４号について説明） 
 
ただいま，議案第４号について，説明がありましたが，これらについてご質問等ご

ざいましたらお願いいたします。 
 
 特になし。 
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全 委 員 
 

それでは，議案第４号について，原案のとおり決することに，ご異議ありません
か。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め，議案第４号については，原案のとおり可決されました。 
 
（８）議案第５号 龍ケ崎市社会教育施設長寿命化計画について 
続きまして，議案第５号「龍ケ崎市社会教育施設長寿命化計画について」事務局

から説明いたします。 
 
 （文化・生涯学習課長 議案第５号について説明） 
 
ただいま，議案第５号について，説明がありましたが，これらについてご質問等ご

ざいましたらお願いいたします。 
 
特になし。 
 
それでは，議案第５号について，原案のとおり決することに，ご異議ありません

か。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め，議案第５号については，原案のとおり可決されました。 
 
（９）議案第６号 龍ケ崎市教育支援委員会委員の任用について 
続きまして，議案第６号「龍ケ崎市教育支援委員会委員の任用について」事務局

から説明いたします。 
 
 （指導課長 議案第６号について説明） 
 
ただいま，議案第６号について，説明がありましたが，これらについてご質問等ご

ざいましたらお願いいたします。 
 
特になし。 
 
それでは，議案第６号について，原案のとおり決することに，ご異議ありません

か。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め，議案第６号については，原案のとおり可決されました。 
 
（１０）議案第７号 龍ケ崎市教育支援委員会委員の任用について 
続きまして，議案第７号「龍ケ崎市教育支援委員会委員の任用について」事務局

から説明いたします。 
 
 （指導課長 議案第７号について説明） 
 
ただいま，議案第７号について，説明がありましたが，これらについてご質問等ご

ざいましたらお願いいたします。 
 
特になし。 
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全 委 員 
 

教 育 長 
 
 
 

教 育 長 
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それでは，議案第７号について，原案のとおり決することに，ご異議ありません
か。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め，議案第７号については，原案のとおり可決されました。 
 
（１１）報告第１号 専決処分の承認を求めることについて（市有財産の取得につ
いて） 
続きまして，報告第１号「専決処分の承認を求めることについて（市有財産の取

得について）」事務局から説明いたします。 
 
 （教育総務課長 報告第１号について説明） 
 
ただいま，報告第１号について，説明がありましたが，これらについてご質問等ご

ざいましたらお願いいたします。 
 
 特になし。 
 
それでは，報告第１号について，原案のとおり承認することに，ご異議ありません

か。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め，報告第１号については，原案のとおり承認されました。 
 
（１２）報告第２号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度龍ケ崎市
一般会計補正予算について） 
続きまして，報告第２号「専決処分の承認を求めることについて（令和２年度龍

ケ崎市一般会計補正予算について）」事務局から説明いたします。 
 
 （教育部長 報告第２号について説明） 
 
ただいま，報告第２号について，説明がありましたが，これらについてご質問等ご

ざいましたらお願いいたします。 
 
 特になし。 
 
それでは，報告第２号について，原案のとおり承認することに，ご異議ありません

か。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め，報告第２号については，原案のとおり承認されました。 
 
（１３）愛宕中学校・城南中学校統合準備会の経過報告について 
次に報告事項です。報告事項の１「愛宕中学校・城南中学校統合準備会の経過報

告について」事務局から説明いたします。 
 
 （教育総務課長から説明） 
 
ただいま，報告事項の１について，説明がありましたが，これらについてご質問等

ございましたらお願いいたします。 
 



6 

 

野 中 委 員 
 
 
 
 

教育総務課長 

 
 

高 橋 委 員 
 
 
 
 

岡 澤 委 員 
 
 

齋 藤 委 員 
 
 
 

教 育 長 
 

事 務 局 
 
 
 

教 育 長 
 

制服の問題，校章の問題，校歌の問題があり，これだけの学校関係者の意見を聞い
て，まとめるのは非常に大変だと思います。顛末書を読みましたが，みんな色々と意
見を持っています。でも，方向性は決めていかなければならないと思いますが，基本
的には，教育委員会がだいたい決めていきますか。 
 
基本的には，こちらで考え方を示して，それについて御意見をいただくというス

タンスで行っております。 
 
制服は，デザインだけではなく，金銭的な負担，機能性等，色々な要素があると思

います。私立のように制服を売りにするというわけではないので，中学校３年間の
生徒の成長に合わせて，どういう服装が好ましいのか，どこに重きをおいて決める
のか，しっかりしてればいいと思います。 
 
私の息子は，中高ともブレザーでしたが，私はセーラー服でした。今後，ＬＧＢＴ

の問題等で，女の子が学ランになるのはどうかと思いました。 
 
色々と御意見を聞いていただいて，統一できないものがあれば，教育委員会で方

向性を出して決めていければいいと思います。経済的な問題や活動する時にどちら
がいいのかを考えて決めていただければと思います。 
 

 議事につきましては以上ですが，事務局から連絡事項がございます。 
 
９月の教育委員会定例会につきましては，９月２３日（水）１０時から，また１０

月につきましては，１０月２８日（水）１４時から教育委員会定例会を開催すること
でお願い申し上げます。 
 
以上をもちまして，本日の会議を終了させていただきます。お疲れさまでした。 
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【議決事項】 
  議案第１号 龍ケ崎市立学校管理規則の一部を改正する規則について 
  議案第２号 令和元年度教育委員会の事務に関する点検評価報告書の提出につ 

いて 
  議案第３号 龍ケ崎市立小中学校施設長寿命化計画について 
  議案第４号 龍ケ崎市立小中学校施設における施設一体型小中一貫校・学校統 

合に関する調査報告書について 
  議案第５号 龍ケ崎市社会教育施設長寿命化計画について 
  議案第６号 龍ケ崎市教育支援委員会委員の任用について 
  議案第７号 龍ケ崎市教育支援委員会委員の任用について 
  報告第１号 専決処分の承認を求めることについて（市有財産の取得につい 

て） 
  報告第２号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度龍ケ崎市一般 

会計補正予算について） 
 
【会議録調製年月日】 
         令和２年８月２０日 
 
【会議録調製者】  
         龍ケ崎市教育委員会事務局 教育総務課 
               総務グループ 主幹 吉永 健男 
 
○龍ケ崎市教育委員会会議規則第１５条及び第１６条の規定により，この会議録を

調製させ，署名する。 
                       教育長  平 塚 和 宏 
 

情 報 公 開 公開 

非公開（一部非公開を含む）とす

る理由 

（龍ケ崎市情報公開条例第９条 号該当） 

  

公開が可能となる時期（可能な範

囲で記入） 
年  月  日 


